
番号

7

交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

なし

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

　予定なし

本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方

引き続き正職員の人件費に充当し、施設の健全な運営を図る。

うち経済産業省分 14,492,000

措　置　名

福祉対策措置

交付金事業名

若狭町学校給食施設維持運営事業

54,631,607

交付金事業者名または間接交付金事業者名 若狭町

若狭町北前川　他

交付金充当額（円） 45,000,000

若狭町学校給食施設の維持運営事業に係る職員給与（人件費１３名分）に充当し、安定的な給食の提供を行っ
た。

交付金事業実施場所

交付金事業の概要

総事業費(円）

安全でおいしい給食を提供する施設の維持運営を行い、教育環境の充実が図られ福祉の向上に寄与できた。
補助事業により、毎月研修の機会を設け協議を行うことができた結果、地産地消を意識したより充実した献立を立
てることができた。

うち文部科学省分 30,508,000

交付金事業の成果
および評価

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 なし

契約金額（円）契約の相手方


